
 岩手県知事部局行政組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成 19 年 10 月 26 日 

                                            岩手県知事 達 増 拓 也  

岩手県規則第 113 号 

   岩手県知事部局行政組織規則の一部を改正する規則 

 岩手県知事部局行政組織規則（平成 13年岩手県規則第 46号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （環境生活部の分課及びその分掌事務）  （環境生活部の分課及びその分掌事務） 

第８条 ［略］ 第８条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ 環境保全課の分掌事務は、次のとおりとする。 

 ［略］ 

 環境調整担当の分掌事務 

 (１)～(３) ［略］ 

 (４) 公害審査会及び環境影響評価技術審査会に関すること。

 

４～８ ［略］ 

２ ［略］ 

３ 環境保全課の分掌事務は、次のとおりとする。 

 ［略］ 

 環境調整担当の分掌事務 

 (１)～(３) ［略］ 

 (４) 公害紛争の処理に関すること。 

 (５) 環境影響評価技術審査会に関すること。 

４～８ ［略］ 

別表第10 附属機関（第93条関係） 別表第10 附属機関（第93条関係） 

 法律又はこれに基づく政令によるもの  法律又はこれに基づく政令によるもの 

 ［略］  ［略］ 

 条例によるもの   条例によるもの  

 名 称 所掌事務   名 称 所掌事務  

  ［略］     ［略］   

 岩手県食の安全安心委員会  ［略］   岩手県食の安全安心委員会  ［略］  

 岩手県公害審査会  公害紛争処理法（昭和45年

法律第108号）第14条の規定

による公害に係る紛争につい

てのあっせん、調停及び仲裁

並びに知事に対し公害の防止

に関する施策の改善について

の意見の申出等をすること。

     

 岩手県環境影響評価技術審

査会 

 ［略］   岩手県環境影響評価技術審

査会 

 ［略］  

  ［略］     ［略］   

  

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この規則は、平成 19年 11 月１日から施行する。 
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